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【 制度の概要 】 

１ 福島県理学療法士等修学資金は、理学療法士、作業療法士、診療放射線技

師、歯科衛生士及び臨床検査技師（以下、「理学療法士等」という。）の養成及

び確保を図るため、理学療法士等を養成する学校、養成施設又は養成所（以

下、「学校等」という。）に在学する者で、卒業後福島県内において理学療法士

等として業務に従事しようとする者に無利息で貸与するものです。 

 

２ 学校等を卒業した後、２年以内に理学療法士等の免許を取得し、かつ、免許

取得後直ちに福島県内の病院、介護老人保健施設その他の規則で定める施設等

（以下、「施設等」という。別表参照）で貸与期間の１．５倍の期間（貸与期間

が３年に満たない場合にあっては、３年）引き続き従事した場合は、修学資金

の返還の債務の全部を免除するほか、一定の事由（例：３年以上勤務した場合

には一部免除）に該当する場合は、返還の債務の全部又は一部を免除します。 

 

１ 貸与対象者                                

次に掲げる要件を満たす方で、卒業後福島県内において理学療法士等の業務に

従事しようとする方 

(1) 次に掲げる学校等に在学していること。 

① 理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第１１条第１号

若しくは第１２条第１号、診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第

２０条第１号、歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号）第１２条第１号又

は臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）第１５条第１号の

規定に基づき文部科学大臣が指定した学校 

② 理学療法士及び作業療法士法第１１条第１号若しくは第１２条第１号の規

定に基づき都道府県知事が指定した理学療法士養成施設若しくは作業療法士

養成施設、診療放射線技師法第２０条第１号の規定に基づき都道府県知事が指

定した診療放射線技師養成所、歯科衛生士法第１２条第２号又は臨床検査技師

等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）第１５条第１号の規定に基づき都

道府県知事が指定した歯科衛生士養成所 

※ 令和６年４月に入学した方だけでなく、２学年以上の方についても対象とな

ります。 

(2) 学業優秀であること。 

(3) 卒業後、県内で理学療法士等として業務に従事する意思のある者。 

(4) 修学に際し、経済的援助を必要とすること。 

 (5) 同種の修学のための資金を他から借り受けていないこと。 

※ 「同種の修学のための資金」とは、当該資金を借り受けることにより一定期

間の勤務を義務づけられ、要件を満たした場合にその当該資金の返還が免除
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されるものをいいます。 

※ 他の奨学金等との併用が不可とされている奨学金等の貸与を受けている場

合も本修学資金の貸与を受けることはできません。 

※ 「同種の修学のための資金」に該当しない資金としては、次のものがありま

す。 

・日本学生支援機構が貸し付ける奨学金（第一種、第二種） 

・金融機関が貸し付ける教育ローン など 

 ご不明な場合は、「１２ 本修学資金に関する問合わせ及び申請書等の提出書

類の送付先」までお問い合わせください。 

 

２ 貸 与 額                                

① 月額 ５０，０００円 

 ② 新入生の方は、３００，０００円を上限に入学金相当額を加算することができ

ます。 

 ※ 修学資金は、令和６年４月分から貸与します。 

 

３ 募集人数                                   

８０名程度 

 ※ 募集人員を超えて申請があった場合は、「５ 選考基準」のとおり選考を行い、

承認・不承認を決定します。 

 

４ 申請手続等                                

修学資金の貸与を希望する場合は、提出期限までに、「１２ 本修学資金に関する

問合せ及び申請書等の提出書類の送付先」まで提出してください。 

(1) 提出書類 

① 提出書類チェックリスト 

② 理学療法士等修学資金貸与申請書（様式第１号） 

※ 申請書は、表面及び裏面の両面に記入する様式となっています。 

※ 申請書は提出する前に写しをとっておいてください（貸与承認された場合 

に書いていただく契約書と整合させるため）。 

③ 学校等の長の推薦書（様式第２号） 

 ※ 在籍する学校等の長が作成、証明する書類です。 

 ※ 学校を通じてではなく、本人が直接提出する場合は必ず本人開封無効封

筒に封入されたものとしてください。 

 ※ 学校に作成を依頼する際は、必ず様式と併せて「（様式第２号別添）推薦

書の記載方法について」を学校担当者に渡してください。 

④学業成績証明書 

※令和６年度入学生は添付不要。 
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⑤ 申請者及び申請者の主たる生計維持者分の収入を証明する市町村発行の「令

和６年度所得証明書」（令和５年１月から令和５年１２月までの期間の所得

を証明する書類。源泉徴収票等は不可） 

 ※所得が「０円」、市町村民税所得割非課税世帯、所得が少額のため所得証明

書が発行されない場合は、課税証明書を提出してください。 

 ※生活保護を受給している場合は、生活保護受給証などの証する書類の写し

を提出してください。 

※なお、「申請者の主たる生計維持者」とは、父母がいる場合は、原則として

父母（２名）が「生計維持者」となります。父又は母（１名）のみいる場合

は、原則、その人が「生計維持者」です。父母ともにいない場合は、学生本

人か、学生本人が主として他の人の収入により生計を維持している場合はそ

の人（複数いるときは主な人を１名）が「生計維持者」になります。 

なお、これらは原則的な考え方であり、個別のケースについては下記のとお

りです。 

ア 両親のどちらかが単身赴任等で別居している場合。 

イ 父は働いているが、母は無収入の場合。 

ウ 両親ともに自己破産した場合。 

エ 学生本人が父母と離れて兄弟等と同居している場合。 

⇒ア～エのいずれも父母（２名）が「生計維持者」になります。 

    オ 学生本人が結婚しており、父母とは戸籍も住居も分かれている場合 

     ⇒実態として父母から学費や生活費の援助を一切受けず、学生本人の配偶

者が学費や生活費を負担していると判断されるときは、学生の配偶者が

「生計維持者」になります。 

上記以外のケースにつきましては、別途「１２ 本修学資金に関する問

合わせ及び申請書等の提出書類の送付先」にお問い合わせください。 

  ⑥ 入学金の支払いを確認できる書類（入学金相当額の貸与を希望する方） 

    ※ 入学金以外もまとめて支払いをした場合、入学金のみの金額が分かる内訳

を必ずつけてください。 

    ※日本学生支援機構による給付奨学金の支給対象となる方で、入学金が減免

される場合、入学金の支払いを確認できる書類の添付は不要ですが、減免

後の入学金相当額を学校担当者に確認のうえ申請書に記載してください。 

 (2) 連帯保証人は、２人立てること。１人は親族、もう１人は独立の生計を営

み、かつ、修学資金の返還債務を負える程度の資力を有している成年者として

ください。２人の連帯保証人は別生計である者とします。 

  なお、以下に掲げる方は、連帯保証人となることができません。 

ア 民法（明治２９年法律第８９号）第２０条第１項に掲げる制限行為能力者

（未成年、成年被後見人、被保佐人、民法第１７条第１項の審判を受けた被

補助人） 
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イ 修学資金の返済債務を負える程度の資力を有していないと認められる方 

   （例）・無収入の方 

・返済債務（月額平均で５０，０００円～７０，０００円）を負担でき 

る程度の定期的な収入の無い方 など 

   ウ 税金（国民健康保険料、住民税、固定資産税、自動車税など）や公共料金 

を滞納している方 

貸与内定となった方については、連帯保証人２名の本人確認書類（運転免許

証の写し、住民票など申請書に記載された氏名及び住所を確認できるもの）の

提出を求めます。 

 

５ 選考基準                                 

  選考については、福島県理学療法士等修学資金貸与条例及び福島県理学療法士等

修学資金貸与条例施行規則に基づき提出された申請書、学校等の長の推薦書等か

ら審査を行い学業成績や所得状況を勘案して、承認又は不承認を決定します。 

  ※ 選考の結果、不承認となることがありますのでご了承ください。 

修学資金の貸与内定となった方には、別途「福島県理学療法士等修学資金貸与

契約書」を提出していただく必要があります。契約の締結後、正式に修学資金の

貸与決定となります。 

 

６ 提出期限                                 

令和６年６月２８日（金）必着 

 

７ 契約の解除及び貸与の休止                          

貸与を受けている方が、次のいずれかに該当するに至ったときは、契約解除及

び貸与休止となります。 

(1) 契約の解除 

① 退学したとき。 

② 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。 

③ 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。 

④ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

⑤ 死亡したとき。 

⑥ その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められると

き。 

(2) 貸与の休止 

休学し、又は停学の処分を受けたときは、処分を受けた月の翌月から復学する

月までの間貸与は休止となります。 
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８ 返還                                   

貸与を受けた方は、次の１０による返還の免除に該当する場合を除いて次のい

ずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から修

学資金の貸与を受けた期間（以下、「貸与期間」という。）に相当する期間内に、

修学資金を返還しなければなりません。 

なお、債務の履行が猶予された場合は貸与期間＋猶予期間内に返還となります。 

① 契約を解除されたとき。 

② 理学療法士等の免許取得後直ちに福島県内の施設等において理学療法士等の

業務に従事しなかったとき。 

③ 学校等を卒業した後２年以内に理学療法士等の免許を取得しなかったとき。 

④ 福島県内の施設等において理学療法士等の業務に従事しなくなったとき。 

⑤ 学校等を卒業した後死亡したとき。 

 

  なお、正当な事由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったとき 

は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき 

額に年１４．５％の割合で計算した延滞利息を徴収します。 

  

９ 返還の猶予                                

貸与を受けた方が次のいずれかに該当するときは、その事由が継続している期

間、修学資金の返還債務の履行を猶予できます。 

(1) 学校等を卒業した後２年以内に理学療法士等の免許を取得し、かつ、免許取得

後直ちに県内の施設等において理学療法士等の業務に従事した場合において、

引き続き当該業務に従事しているとき。 

→ 当該業務に従事している期間を猶予可 

(2) 学校等を卒業した後引き続き他の学校等（契約時の職種に係る学科等に限

る。）に進学したとき。 

  → 当該在学している期間を猶予可 

(３) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。 

→ 当該事由が継続している期間を猶予可 

(４) 契約が解除された後においても、引き続き学校等に在学しているとき。 

→ 当該在学している期間を猶予可 

 

１０ 返還の免除                                

(1) ９の返還の猶予(1)に該当する場合において、次のいずれかに該当するに至っ

たときは、修学資金の返還債務の全部が免除されます。 

① 福島県内の施設等において引き続き理学療法士等の業務に従事した期間（以

下、「従事期間」という。）が貸与期間の１．５倍（貸与期間が３年に満たな

い場合にあっては、３年）に相当する期間に達したとき。 
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② 従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障の

ため業務を継続することができなくなったとき。 

(2) 貸与を受けた方が、次のいずれかに該当するに至ったときは、返還債務につい

て条例で定める額が免除されます。 

① 学校等を卒業した後２年以内に理学療法士等の免許を取得し、かつ、免許取

得後直ちに福島県内の施設等において理学療法士等の業務に従事し、引き続

き３年以上当該業務に従事した場合において、従事期間が貸与期間の１．５

倍に相当する期間に達しなかったとき。 

  → 返還債務×（従事期間÷貸与期間の３／2） 

② 死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた修学資金を返

還することができなくなったとき。 

→ 返還債務の全部又は一部に相当する額 

  ※なお、勤務形態は「１週間の所定労働時間が 20 時間以上かつ３１日以上の 

雇用見込みがあること」が条件となります。 

 

１１ 貸与申請及び申請後の手続きに係る提出書類及び届出書類           

 

区分 提出書類 

貸与申請時 

（新規申請時） 

・提出書類チェックシート 

・理学療法士等修学資金貸与申請書（様式第１号） 

・学校等の長の推薦書（様式第２号） 

・令和６年度所得証明書（申請者及び申請者の主たる生計維

持者分。所得が０円、市町村村民税非課税世帯、所得が少

額のため発行されない場合は課税証明書。生活保護受給世

帯については、それを証する書類。） 

・学業成績証明書（学校が発行するもの、第２学年以上の者

のみ。） 

・入学金の支払いを確認できる書類（令和６年度入学生で、

入学金相当額の貸与を希望する方のみ。日本学生支援機構

による給付奨学金の対象者で授業料が減免となっている方

は添付不要。） 

 

貸与申請時 

（継続申請時） 

・学校等の長の推薦書（様式第２号） 

・学業成績証明書（様式任意） 

・理学療法士等修学資金貸与契約書（２部） 

※ うち１部は収入印紙を貼付のうえ消印すること。 
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貸与決定時 ・申請者本人名義の金融機関の通帳又はキャッシュカードの

写し 

（金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人を確認で

きる部分のみ） 

・理学療法士等修学資金貸与契約書（２部） 

※ うち１部は収入印紙を貼付のうえ貸与者本人又は連帯保

証人２名いずれかの消印をすること。 

・連帯保証人２名の本人確認書類（運転免許証の写し、住民

票 など） 

学校卒業後、返還

債務の全部を免除

され、又は返還債

務の履行を終える

日まで、毎年提出 

・現況報告書（様式第１０号） 

※ 毎年４月１５日までに提出すること。 

※ 同月１日現在の現況を報告すること。 

学校等卒業時又は

契約解除時 

・理学療法士等修学資金借用証書（様式第４号） 

条例第８条各号に

掲げる事由が生じ

たとき 

 

・理学療法士等修学資金返還明細書（様式第５号） 

・理学療法士等修学資金繰上返還申出書（希望する場合） 

・理学療法士等修学資金借用証書（様式第４号）（※既に提出

している場合は不要。） 

※ 事実の発生した日から２０日以内に提出すること。 

（参考）条例第８条第１項に定める各号 

一 第五条第一項の規定により契約が解除されたとき。 

二 理学療法士等の免許を取得後直ちに県内の施設等において理学

療法士等の業務に従事しなかったとき。 

三 学校等を卒業した後二年以内に理学療法士等の免許を取得しな

かったとき。 

四 県内の施設等において理学療法士等の業務に従事しなくなった 

とき。 

五 学校等を卒業した後死亡したとき。 

 

返還方法の変更申

請時 

・理学療法士等修学資金返還方法変更承認申請書（様式第６

号） 

 

返還債務の免除申

請時 

・理学療法士等修学資金返還債務免除申請書（様式第７号） 

・当申請内容を証明する書類（様式任意） 

 業務従事施設が発行する勤務証明書 



 - 8 - 

区分 提出書類 

返還債務の履行猶

予申請時 

※継続貸与を辞退

した場合 

※卒業後、理学療

法士等として県内

の施設等において

業務に従事した場

合 など 

・理学療法士等修学資金返還猶予申請書（様式第８号） 

・当該申請内容を証明する書類（様式任意） 

  在学証明書、卒業証明書、卒業証書の写しなど 

  免許証の写し 

  業務従事施設等が発行する業務従事届 など 

・理学療法士等修学資金借用証書（様式第４号）（※既に提出

している場合は不要。） 

連帯保証人の変更

時 

・連帯保証人変更承認申請書（様式第９号） 

・新たな連帯保証人の本人確認書類（運転免許証の写し、住

民票 など） 

その他随時提出  次に掲げる事項に該当した場合は、電話又は電子メールに

て「１２ 本修学資金に関する問合せ及び申請書等の提出書

類の送付先」まで速やかに連絡してください。 

 また、連絡先（携帯電話、電子メールアドレス等）を変更

した場合も、併せて連絡してください。 

 

・氏名又は住所を変更したとき。 

・養成施設等を退学・停学・休学・留年したとき。 

・養成施設等を復学したとき。 

・連帯保証人の氏名、住所、職業又は勤務先に変更があった

とき。 

・連帯保証人が死亡したとき。 

・破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事

由が生じたとき。 

 

１２ 本修学資金に関する問合せ及び申請書等の提出書類の送付先        

〒９６０―８６７０ 

福島県福島市杉妻町２－１６ 

福島県保健福祉部医療人材対策室 修学資金担当 

電話 ０２４－５２１－２８４７ 

電子メール shugaku@pref.fukushima.lg.jp 

 

 

 

mailto:shugaku@pref.fukushima.lg.jp
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別 表 

理学療法士等修学資金貸与制度の対象となる卒業後の業務従事施設等 

◆ 理学療法士又は作業療法士 

施  設  等 （  根  拠  法  令  ） 

病 院 医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

第１条の５第１項 

診療所 医療法第１条の５第２項 

介護老人保健施設 介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

第８条第２８項 

介護医療院 介護保険法第 8 条第 29 項 

老人福祉施設 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

第５条の３ 

有料老人ホーム 老人福祉法第２９条第１項 

身体障害者社会参加支援施設のうち、身

体障害者福祉センター 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第５条第１項 

児童福祉施設のうち、障害児入所施設及

び児童発達支援センター 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

７条第１項 

障害者支援施設（生活介護又は自立訓練

のうち自立訓練（機能訓練）の供与に係

るものに限る。） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号）第５条第１１項及び同条第１２項 

市町村  

その他知事が適当と認める施設 

 

◆ 診療放射線技師 

施  設  等 （  根  拠  法  令  ） 

病 院 

 

医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

第１条の５第１項 

診療所 医療法第１条の５第２項 

保健所 

その他知事が適当と認める施設 

 

◆ 歯科衛生士 

施  設  等 （  根  拠  法  令  ） 

病 院 

 

医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

第１条の５第１項 

診療所 医療法第１条の５第２項 

その他知事が適当と認める施設 



 - 10 - 

◆ 臨床検査技師 

施  設  等 （  根  拠  法  令  ） 

病 院 

 

医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

第１条の５第１項 

診療所 医療法第１条の５第２項 

保健所 

その他知事が適当と認める施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


